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鹿児島県

（※については例規集登載事項）
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監 査 委 員 公 表

○監査結果の公表（３件） （監査委員事務局取扱い）１

○包括外部監査結果の報告に係る措置の公表（４件） （監査委員事務局取扱い）９

監査委員公表第14号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第４項の規定により実施した令和２年度の定期

監査（前期）の結果について，同条第９項の規定により次のとおり公表する。

令和２年10月９日

鹿児島県監査委員 長野信弘

同 大薗 豊

同 寺田洋一

同 成尾信春

第１ 監査の概要

１ 監査の対象

令和元年度における財務に関する事務の執行

２ 監査の実施

158機関について，令和２年４月から同年９月まで実施した。

なお，実施機関及び実施機関ごとの実施時期は，別表のとおりである。

（参考）

本 庁 出 先 機 関

区 分 （課，本部，事務局 （地域振興局・支庁， 計

等） 県立学校，警察署等）

知事部局 74 43 117

教育委員会 9 17 26

公安委員会 1 4 5

各種委員会等 8 2 10

合 計 92 66 158

３ 監査の主眼及び重点監査事項等

監査に当たっては，財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを主眼

として，収入事務では収入未済を重点監査事項，支出事務では需用費及び委託料を重点監

査科目として定め，厳正な監査を実施するとともに，併せて支出事務については，需用費

及び役務費について，債権者（支払の相手方）に対する外部確認調査を行い，支出に係る

会計処理の適正な執行を図るため監査の充実に努めた。

第２ 監査の結果

監査を実施した158機関の財務に関する事務の執行について，103機関においては，指摘

事項及び文書注意事項に該当するものはなく，おおむね適正に行われていると認められた

が，その他の55機関においては，次のとおり是正又は改善を要する２件の指摘事項や73件
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の文書注意事項があった。

今後とも事務事業の執行に当たっては，関係法令等を遵守するとともに，適正かつ効率

的に行う必要がある。

指 摘 事 項 （法令，規則等に違反するもの又は著しく妥当性を欠く事実があると認め

られるもの）

２件（知事部局 ２件）

文書注意事項 （指摘事項に至らない事項で，更に的確な事務の執行等を促す必要がある

と認められるもの）

73件（知事部局 63件，教育委員会 ５件，公安委員会 ５件）

指摘事項

機 関 名 事 項 の 内 容

土木部

建築課 県営住宅使用料の収入未済額は県全体で１億5,796万余円で，

前年度より2.29％増加（収入歩合は0.15ポイント低下）し，多

額となっている。

南地域振興局

建設部 設計書の積算誤りにより落札決定を取り消し，入札のやり直

しを行っているものがある。（１件）

文書注意事項

機 関 名 事 項 の 内 容

総務部

税務課 県税の収入未済額は県全体で17億8,844万余円で，前年度よ

り減少（収入歩合は改善）しているが，依然として多額となっ

ている。

人権同和対策課 普通物品について，現物が確認できないものがある。（２件）

企画部

交通政策課 補助金の支出負担行為が遅延しているものがある。（６か月

以上２件）

ＰＲ・観光戦略部

国際交流課 美術工芸品の管理が適正でないものがある。（１件）

環境林務部

環境林務課 林業・木材産業改善資金貸付金償還金の収入未済額は1,753

万余円で，前年度より減少（収入歩合は低下）しているが，依

然として多額となっている。

環境保全課 委託料の変更支出負担行為が遅延しているものがある。（６

か月以上１件，１か月以上１件）

くらし保健福祉部

保健医療福祉課 強風で飛散した県有地の樹木の枝により，隣接する民家に損

害を与えている。（１件 県負担額461,373円）

社会福祉課 生活保護費返還金の収入未済額は県全体で9,620万余円で，

前年度より増加（収入歩合は低下）し，多額となっている。

障害福祉課 障害者自立支援基盤整備事業補助金返還金の収入未済額は

2,439万余円で，前年度と同額（収入歩合は同率）であり，依

然として多額となっている。

子ども家庭課 母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金の収入未済額は県全体で

１億5,722万余円で，前年度より減少（収入歩合は低下）して

いるが，依然として多額となっている。

児童扶養手当返還金の収入未済額は県全体で2,903万余円で，

前年度より減少（収入歩合は低下）しているが，依然として多

額となっている。
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子育て支援課 補助金や委託料の支出負担行為が遅延しているものがある。

（３か月以上８件，２か月以上１件，１か月以上１件）

商工労働水産部

商工政策課 行政代執行に係る弁償金の収入未済額は４億4,761万余円で，

前年度と同額（収入歩合は同率）であり，依然として多額とな

っている。

中小企業支援課 中小企業支援資金貸付金償還金の収入未済額は14億3,219万

（経営金融課） 余円で，前年度より減少（収入歩合は低下）しているが，依然

として多額となっている。

雇用労政課 ふるさと雇用再生特別基金事業業務委託に係る過年度返還金

等の収入未済額は3,132万余円で，前年度より減少（収入歩合

は同率）しているが，依然として多額となっている。

水産振興課 沿岸漁業改善資金貸付金償還金の収入未済額は4,332万余円

で，前年度より減少（収入歩合は低下）しているが，依然とし

て多額となっている。

農政部

農業経済課 農業改良資金貸付金償還金の収入未済額は１億6,065万余円で，

前年度より減少（収入歩合は低下）しているが，依然として多

額となっている。

土木部

砂防課 行政代執行に係る弁償金の収入未済額は１億9,389万余円で，

前年度より減少（収入歩合は同率）しているが，依然として多

額となっている。

港湾空港課 港湾使用料（港湾整備事業特別会計）の収入未済額は3,013

万余円で，前年度より増加（収入歩合は改善）し，多額となっ

ている。

鹿児島地域振興局

総務企画部 県税の収入未済額は８億1,220万余円で，前年度より減少

（収入歩合は改善）しているが，依然として多額となっている。

役務費について支払漏れがある。（１件）

保健福祉環境部 母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金の収入未済額は1,951万

余円で，前年度より減少（収入歩合は低下）しているが，依然

として多額となっている。

農林水産部 設計書の積算誤り等により入札を中止し，入札のやり直しを

行っているものがある。（４件）

建設部 道路占用料の調定が遅延しているものがある。（11か月以上

８件，10か月以上１件）

行政代執行に係る弁償金の収入未済額は１億9,389万余円で，

前年度より減少（収入歩合は同率）しているが，依然として多

額となっている。

港湾使用料の収入未済額は2,416万余円で，前年度より増加

（収入歩合は低下）し，多額となっている。

設計書の積算誤りにより入札を中止し，入札のやり直しを行

っているものがある。（２件）

交通事故が複数あり，公用車等に損害が発生している。（３

件 県負担額642,275円）

南地域振興局

総務企画部 県税の収入未済額は１億2,257万余円で，前年度より減少

（収入歩合は改善）しているが，依然として多額となっている。

保健福祉環境部 母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金の収入未済額は1,233万
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余円で，前年度より減少（収入歩合は低下）しているが，依然

として多額となっている。

農林水産部 海岸法による占用料及び漁港占用料の調定が遅延しているも

のがある。（９か月以上２件，７か月以上１件）

パソコンの物品事故により，損害が発生している。（２件

県負担額276,222円）

建設部 県営住宅使用料の収入未済額は1,350万余円で，前年度より

増加（収入歩合は低下）し，多額となっている。

交通事故が複数あり，公用車等に損害が発生している。（３

件 県負担額1,778,400円）

北地域振興局

総務企画部 県税の収入未済額は２億2,490万余円で，前年度より減少

（収入歩合は低下）しているが，依然として多額となっている。

保健福祉環境部 母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金の収入未済額は2,290万

余円で，前年度より減少（収入歩合は低下）しているが，依然

として多額となっている。

交通事故により，公用車等に損害が発生している。（１件

県負担額260,626円）

農林水産部 委託料の支出負担行為が遅延しているものがある。（６か月

以上１件）

指名業者の誤りや設計書の積算誤りなどにより入札を中止し，

入札のやり直しを行っているものがある。（４件）

工事の施工及び施工管理が適正でないものがある。

建設部 河川海岸使用料等の調定が遅延しているものがある。（８か

月以上２件，４か月以上２件，３か月以上１件）

県営住宅使用料の収入未済額は2,187万余円で，前年度より

増加（収入歩合は低下）し，多額となっている。

補償費の支出負担行為が遅延しているものがある。（５か月

以上１件）

設計書の積算誤りにより入札を中止し，入札のやり直しを行

っているものがある。（１件）

建設部島支所 港湾施設の使用許可に係る手続が遅延しているものがある。

（２年以上１件）

姶良・伊佐地域振興局

総務企画部 県税の収入未済額は２億5,149万余円で，前年度より減少

（収入歩合は改善）しているが，依然として多額となっている。

行政財産貸付料の納入が遅延しているものがある。（５か月

以上２件）

保健福祉環境部 母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金の収入未済額は2,091万

余円で，前年度より増加（収入歩合は改善）し，多額となって

いる。

児童福祉費負担金の収入未済額は1,281万余円で，前年度よ

り増加（収入歩合は改善）し，多額となっている。

生活保護費返還金の収入未済額は1,250万余円で，前年度よ

り増加（収入歩合は改善）し，多額となっている。

農林水産部 低制限価格の誤りにより，落札決定を取り消しているもの

がある。（１件）

建設部 設計書の積算誤りにより入札を中止し，入札のやり直しを行

っているものがある。（３件）

大隅地域振興局



- 5 -

鹿 児 島 県 公 報 令和２年10月９日（金）第148号の２

総務企画部 県税の収入未済額は２億3,980万余円で，前年度より減少

（収入歩合は低下）しているが，依然として多額となっている。

保健福祉環境部 生活保護費返還金の収入未済額は3,328万余円で，前年度よ

り増加（収入歩合は低下）し，多額となっている。

報償費の支払が遅延しているものがある。（３か月以上２件）

農林水産部 設計書の単価の入力誤り等により入札を中止し，入札のやり

直しを行っているものがある。（２件）

建設部 道路占用料等の調定が遅延しているものがある。（３か月以

上45件）

閲覧設計書の記載誤りにより落札決定を取り消し，入札のや

り直しを行っているものや，設計書の積算誤りにより入札を中

止し，入札のやり直しを行っているものがある。（２件）

熊毛支庁

総務企画部 県税の収入未済額は4,850万余円で，前年度より減少（収入

歩合は低下）しているが，依然として多額となっている。

農林水産部 交通事故により，公用車に損害が発生している。（１件 県

負担額221,750円）

建設部 設計書の積算誤りにより入札を中止し，入札のやり直しを行

っているものがある。（２件）

大島支庁

保健福祉環境部 母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金の収入未済額は3,910万

余円で，前年度より減少（収入歩合は低下）しているが，依然

として多額となっている。

農林水産部 公用車の物品事故により，損害が発生している。（１件 県

損害額149,488円）

瀬戸内事務所 閲覧設計書の記載誤りにより，落札決定を取り消しているも

のがある。（１件）

徳之島事務所 生活保護費返還金の収入未済額は2,351万余円で，前年度よ

り減少（収入歩合は低下）しているが，依然として多額となっ

ている。

交通事故により，公用車等に損害が発生している。（１件

県負担額917,782円）

沖永良部事務所 閲覧設計書の記載誤りにより入札を中止し，入札のやり直し

を行っているものがある。（１件）

教育委員会

総務福利課 平成29年度の教職員住宅入居料の徴収事務に誤りがあり，令

和元年度に返納しているものがある。（１件 14,800円）

教職員課 平成30年度に支払うべき旅費を令和元年度に支払っているも

のがある。（２件 14,760円）

人権同和教育課 地域改善対策高等学校等奨学資金返還金の収入未済額は１億

1,175万余円で，前年度より減少（収入歩合は低下）している

が，依然として多額となっている。

鹿児島教育事務所 平成30年度の給料の調整額に誤りがあり，令和元年度に支出

・返納しているものがある。（２件 145,156円）

大隅教育事務所 平成29年度から平成30年度までの給料及び給料の調整額に誤

りがあり，令和元年度に支出・返納しているものがある。（５

件 140,721円）

公安委員会

警察本部 パソコンの物品事故が複数あり，損害が発生している。（２

件 県負担額117,615円）
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公用車の物品事故が複数あり，損害が発生している。（５件

県負担額110,544円）

交通事故が複数あり，公用車等に損害が発生している。（６

件 県負担額338,280円）

奄美警察署 公用車の物品事故が複数あり，損害が発生している。（３件

県負担額80,920円）

交通事故が複数あり，公用車等に損害が発生している。（５

件 県負担額490,060円）

（別表）実施機関及び実施機関ごとの実施時期

機 関 名 実 施 時 期

総 務 部 秘書課 人事課 学事法制課 市町村課 財政課 令和２年６月17日

税務課 総務事務センター 文化振興課 世界文化 ～ ９月25日

遺産課 スポーツ振興課 青少年男女共同参画課

くらし共生協働課 人権同和対策課

企 画 部 企画課 情報政策課 地域政策課 エネルギー政策 令和２年６月３日

課 離島振興課 交通政策課 統計課 ～ ９月25日

ＰＲ・観光戦 かごしまＰＲ課 広報課 観光課 国際交流課 令和２年６月10日

略部 ～ ９月25日

環 境 林 務 部 環境林務課 廃棄物・リサイクル対策課 自然保護 令和２年６月16日

課 環境保全課 森林経営課 かごしま材振興課 ～ ９月25日

森づくり推進課

くらし保健福 保健医療福祉課 国民健康保険課 社会福祉課 健 令和２年５月14日

祉部 康増進課 障害福祉課 生活衛生課 薬務課 子ど ～ ９月25日

も家庭課 子育て支援課 高齢者生き生き推進課

大島児童相談所

商工労働水産 商工政策課 中小企業支援課（経営金融課） 産業 令和２年６月９日

部 立地課 雇用労政課 外国人材受入活躍支援課 水 ～ ９月25日

産振興課（制海，おおすみを含む。） 漁港漁場課

農 政 部 農政課 農村振興課 農業経済課 経営技術課 農 令和２年５月14日

産園芸課 畜産課 農地整備課 農地保全課 農業 ～ ９月25日

開発総合センター熊毛支場 農業開発総合センター

大島支場 鹿児島中央家畜保健衛生所熊毛支所 鹿

児島中央家畜保健衛生所大島支所

土 木 部 監理課 道路建設課 道路維持課 河川課 砂防課 令和２年６月19日

港湾空港課 都市計画課 建築課 ～ ９月25日

危機管理防災 危機管理課 原子力安全対策課 消防保安課（防災 令和２年６月１日

局 航空センターを含む。） ～ ９月25日

国体・全国障 総務企画課 全国障害者スポーツ大会課 施設調整 令和２年６月１日

害者スポーツ 課 競技式典課 競技力向上対策課 ～ ９月25日

大会局

出 納 局 会計課 管財課 令和２年６月16日

～ ９月25日

鹿児島地域振 総務企画部 保健福祉環境部 農林水産部 建設部 令和２年４月22日

興局 ～ ６月22日

南地域振興 総務企画部 保健福祉環境部 農林水産部 建設部 令和２年４月20日

局 ～ ５月22日

北地域振興 総務企画部 保健福祉環境部 農林水産部 建設部 令和２年６月２日

局 建設部島支所 ～ ９月25日

姶良・伊佐地 総務企画部 保健福祉環境部 保健福祉環境部大口 令和２年４月15日

域振興局 支所 農林水産部 建設部 ～ ７月14日
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大隅地域振興 総務企画部 保健福祉環境部 保健福祉環境部志布 令和２年６月２日

局 志支所 農林水産部 農林水産部曽於畑地かんがい ～ ９月25日

農業推進センター 建設部

熊 毛 支 庁 総務企画部 保健福祉環境部 農林水産部 建設部 令和２年５月19日

屋久島事務所 ～ ９月25日

大 島 支 庁 総務企画部 保健福祉環境部 農林水産部 建設部 令和２年５月12日

瀬戸内事務所 喜界事務所 徳之島事務所 沖永良 ～ ９月25日

部事務所 大島消費生活相談所

教 育 委 員 会 総務福利課 学校施設課 教職員課 義務教育課 令和２年６月10日

高校教育課 保健体育課 社会教育課 文化財課 ～ ９月25日

人権同和教育課

鹿児島教育事務所 南教育事務所 北教育事務 令和２年４月15日

所 姶良・伊佐教育事務所 大隅教育事務所 熊毛 ～ ９月25日

教育事務所 大島教育事務所 奄美図書館 奄美少

年自然の家

種子島高等学校 種子島中央高等学校 屋久島高等 令和２年５月14日

学校 奄美高等学校 古仁屋高等学校 喜界高等学 ～ ９月25日

校 沖永良部高等学校 大島養護学校

公 安 委 員 会 警察本部 種子島警察署 奄美警察署 瀬戸内警察 令和２年５月14日

署 沖永良部警察署 ～ ９月25日

各種委員会等 議会事務局 選挙管理委員会事務局 人事委員会事 令和２年５月12日

務局 監査委員事務局 労働委員会事務局 収用委 ～ ９月25日

員会 鹿児島海区漁業調整委員会 熊毛海区漁業調

整委員会 奄美大島海区漁業調整委員会 内水面漁

場管理委員会

注 機関の名称は，「鹿児島県」及び「鹿児島県立」を省略して記載

監査委員公表第15号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第４項の規定により実施した令和２年度の定期

監査の結果について，同条第９項の規定により次のとおり公表する。

令和２年10月９日

鹿児島県監査委員 長野信弘

同 大薗 豊

同 寺田洋一

同 成尾信春

第１ 監査の概要

１ 監査の対象

令和元年度における経営に係る事業の管理及び財務に関する事務の執行

２ 監査の実施

６機関について，令和２年５月から同年７月まで実施した。

なお，実施機関及び実施時期は，別表のとおりである。

（参考）

本 庁 出 先 機 関
区 分 計

（課） （病院）

県立病院局 1 5 6

３ 監査の主眼及び重点監査事項等

監査に当たっては，地方公営企業法第３条に規定する経営の基本原則に沿って運営され

ているか及び財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを主眼として，

収入事務では収入未済を重点監査事項，支出事務では需用費及び委託料を重点監査科目と

して定め，厳正な監査を実施するとともに，併せて支出事務については，需用費及び役務
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費について，債権者（支払の相手方）に対する外部確認調査を行い，支出に係る会計処理

の適正な執行を図るため監査の充実に努めた。

第２ 監査の結果

監査を実施した６機関の経営に係る事業の管理及び財務に関する事務の執行については，

２機関においては，指摘事項及び文書注意事項に該当するものはなく，おおむね適正に行

われていると認められたが，その他の４機関においては，指摘事項はなかったものの次の

とおり是正又は改善を要する６件の文書注意事項があった。

今後とも事務事業の執行に当たっては，関係法令等を遵守するとともに，適正かつ効率

的に行う必要がある。

指 摘 事 項 （法令，規則等に違反するもの又は著しく妥当性を欠く事実があると認め

られるもの）

該当なし

文書注意事項 （指摘事項に至らない事項で，更に的確な事務の執行等を促す必要がある

と認められるもの）

６件

文書注意事項

機 関 名 事 項 の 内 容

県立病院局

県立病院課 医業未収金は県全体で7,715万余円で，前年度より増加（収

入歩合は低下）し，多額となっている。

県民健康プラザ鹿 医業未収金は1,506万余円で，前年度より増加（収入歩合は

屋医療センター 低下）し，多額となっている。

大島病院 医業未収金は3,951万余円で，前年度より増加（収入歩合は

低下）し，多額となっている。

職員手当の過不足払がある。（５件 239,300円）

姶良病院 医業未収金は1,442万余円で，前年度より増加（収入歩合は

低下）し，多額となっている。

職員手当の過払がある。（住居手当１件 73,200円）

（別表）実施機関及び実施時期

機 関 名 実 施 時 期

県 立 病 院 局 県立病院課 県民健康プラザ鹿屋医療センター 大 令和２年５月21日

島病院 姶良病院 南病院 北病院 ～ ７月28日

注 機関の県立病院の名称は，「県立」を省略して記載

監査委員公表第16号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第４項の規定により実施した令和２年度の定期

監査の結果について，同条第９項の規定により次のとおり公表する。

令和２年10月９日

鹿児島県監査委員 長野信弘

同 大薗 豊

同 寺田洋一

同 成尾信春

第１ 監査の概要

１ 監査の対象

令和元年度における経営に係る事業の管理及び財務に関する事務の執行

２ 監査の実施

工業用水道部工業用水課について，令和２年６月24日及び同年７月28日に実施した。

３ 監査の主眼及び重点監査事項等

監査に当たっては，地方公営企業法第３条に規定する経営の基本原則に沿って運営され

ているか及び財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを主眼として，
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収入事務では収入未済を重点監査事項，支出事務では需用費及び委託料を重点監査科目と

して定め，厳正な監査を実施した。

第２ 監査の結果

経営に係る事業の管理及び財務に関する事務の執行については，指摘事項及び文書注意

事項に該当するものはなく，おおむね適正に行われていると認められた。

監査委員公表第17号

令和２年３月31日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき，令和２年９月８日付け財第

64号で鹿児島県知事から措置を講じた旨の通知があったので，地方自治法（昭和22年法律第67

号）第252条の38第６項の規定により，次のとおり公表する。

令和２年10月９日

鹿児島県監査委員 長野信弘

同 大薗 豊

同 寺田洋一

同 成尾信春

「包括外部監査結果報告書及び報告書に添えて提出する意見」に基づく措置

監査テーマ 消費税等に関する財務事務の執行について

監査の結果 措置の内容

報告書中

6 特別会計

6.1 港湾整備事業特別会計

４．監査の結果

【指摘１】港湾空港課 課税区分の誤りについて

消費税等申告書作成資料「平成29年度歳入決算 平成30年度分の確定申告に当た

内訳」，「同歳出決算内訳」及び「平成29年度港 り，課税区分の確認を行うととも

湾整備事業特別会計決算における不課税収入の使 に，基礎資料の作成者に対して，

途の特定について」で課税区分に誤りが見られた。 課税区分や留意事項について改め

港湾空港課で作成している消費税等申告書作成 て通知を行った。

資料には，注意を促す具体的な留意事項を記載し

た要領等が整備されていない。

結果として，課税区分に誤りが生じており，消

費税申告の基礎となる計算資料の正確性が担保さ

れていない。

基本的な課税区分についての誤りを防止するた

めに，現状の取引を前提とする科目別再検討を実

施し，具体的な留意事項の作成と資料作成担当者

への周知が必要と考える。

（意見１）港湾空港課 作成要領の整備の必要性

について

消費税申告書作成にあっては，国税庁パンフレ 国税庁パンフレットや申告書チ

ット及び前任者からの「事務引継書」等を参照し ェックリストと併せて，注意事項

作成しているが，提出を受けた「事務引継書」は や税務署への問合せ結果などの申

２ページであり，留意事項においては，税務署等 告書作成に必要な書類を取りまと

に問い合わせた結果等の記載もあるが，基本的な めて保管し，後任者へ適切に引き

留意事項の誤りが防止できていない。 継ぐこととする。

消費税申告書作成に係る基本的な部分は，現状

の「事務引継書」を参照することを前提にすると，

記載情報の適時更新に留意しながら引継内容を充

実させていく必要がある。

そして作成される計算表や作成表については，
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実際に作成される表を使用して注意事項や留意事

項を記載した，より具体的で誤り防止に効果のあ

る作成要領の整備が必要と思われる。

また，消費税についても，「申告書チェックリ

スト」を用いて 終的な確認を行い，年度別に作

成されている消費税申告書ファイルに，他の作成

資料と一緒に一連の必要資料として位置づけ，整

備保管しておくことが適当と考える。

【指摘２】鹿児島地域振興局 係船料，港湾施設

使用料及び目的外使用料の課税区分誤り

について

港湾使用料等調定（収入）報告書の港湾別資料 平成30年度分の確定申告に当た

から抽出して消費税の処理について検討した結果， り，課税区分の確認を行うととも

課税区分の誤りが確認されたため，正確性が担保 に，基礎資料の作成者に対して，

される体制を整備し，運用すべきである。 課税区分や留意事項について改め

また，申告分類で異常な増減等があれば，申告 て通知を行った。

前に相互に確認するなど，正確な基礎資料作成を また，基礎資料作成に当たって

図る必要がある。 は，複数の職員で確認を行うこと

とする。

【指摘３】港湾空港課及び鹿児島地域振興局 消

費税等関係書類の保存期間について

消費税関係資料の保存期間は，県会計規則第 令和元年度以降の消費税関係の

151条及び別表７に規定されている。このうち請 公文書については，保存期間を10

求書等同規則第111条に規定する帳簿及び書類は， 年に改めた。

他に定めるものを除き５年としている。消費税法 また，平成30年度以前の同文書

における帳簿の保存期間は課税期間の翌日から２ については，保存期間満了時に保

月を経過した月から７年とされているため，５年 存期間の延長を行うこととしたい。

と規定されている帳簿等については，特に必要と

認めたものとして期間を延長する必要があるが，

延長されていなかった。

なお，仕入税額控除の適用をうけるためには，

帳簿の記載と請求書の保存が求められる。

帳簿の保存期間を７年以上とし，消費税法の保

存年限まで保管しておくべきである。

（意見２）鹿児島地域振興局 徴収資料記載内容

の正確性について

現在使用されている「平成○年度港湾使用料等 令和元年度分の申告に当たり，

に係る消費税の申告分類総括表（その１）」， 総括表と併せて，整合性の確認欄

「平成○年度港湾使用料等に係る消費税の申告分 を設けた内訳表を作成することと

類総括表（その２）」の備考欄で，「係船料」に した。

ついては「外航船舶は免除」などの記載で注意が

促されているが，当表は集計結果を示している総

括表のため，個々の取引を処理する段階では，誤

処理も発生している状況がある。

現状の記載様式が実際の処理担当者に対して十

分で実効性のある注意喚起となっているかどうか

について検討する必要があると思われる。

（意見３）鹿児島地域振興局 事務処理要領につ

いて

消費税計算の基礎資料を作成する鹿児島地域振 基礎資料の作成者に対して，報
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興局において，事務処理マニュアル等がなく，手 告書の様式や作成に当たっての注

続が統一されていない状況である。 意事項を通知し，情報の共有を図

手続の統一化を図るため，事務処理マニュアル った。

等を整備することが必要と思われる。

（意見４）鹿児島地域振興局 集計作業の効率化

について

鹿児島地域振興局における消費税計算の基礎資 基礎資料の作成者に対して，課

料「課税区分ごとの収入」は，大量の調定台帳か 税区分や留意事項について改めて

ら担当者が手作業で集計し作成している。 通知を行った。

効率化する策として，会計データの利用が考え また，基礎資料作成に当たって

られる。しかし，現状の会計仕訳は１調定に対し は，複数の職員で確認を行うこと

１会計仕訳であり，調定データは課税区分が混在 とする。

しているため，会計データは消費税計算の基礎資 集計作業の効率化については，

料とはならない。 これらの取組みによる改善状況を

改善策として，調定を課税区分ごとに計上する 踏まえながら対応を検討すること

方法を提案する。これにより集計作業が効率化さ としたい。

れるとともに，集計誤りも減少すると期待される。

7 地方公営企業

7.2 工業用水道事業

４．監査の結果

（意見６）県一般会計との取引における消費税課

税区分の検討

川辺ダム共同施設の維持管理について，河川管 今後は，県が発行する維持管理

理者である県（河川課），鹿児島市，当事業の３ 負担額通知書に消費税相当額を明

者が持分に応じて負担する協約を結んでいる。こ 示することとした。

の協定に基づき，鹿児島市及び当事業は，県に対

して持分相当額の維持管理費を支払っているが，

当協定書には消費税に関する記載はなく，県が維

持管理費請求の際に発行する維持管理負担額通知

書にも消費税額は明示されていない。

維持管理費用の内訳には人件費等不課税取引も

含まれている可能性もあるが，現状では支払側で

ある当事業において課税区分の検討が困難な状況

にある。

県は，一般会計収入のうち課税取引と判断した

取引については，消費税額を明示することが望ま

れる。

8 地方公社及び第３セクター

8.3 （公財）鹿児島県環境整備公社

４．監査の結果

【指摘６】消費税等関係書類の保存期間について

消費税法において，帳簿の保存期間は課税期間 文書管理表の改正を行い，指摘

の翌日から２か月を経過した月から７年とされて された文書について保存期間を10

いるが，文書管理表において帳簿類のうち伝票綴 年に改正した。

（請求）及び伝票綴（支出）等について保存期間

を５年とし，同法が求める保存期間より短いもの

があった。

また，仕入税額控除を実施しているが，この適

用をうけるためには，帳簿の記載と請求書の保存

が求められる。
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文書管理表を改訂し，法が求める保存期間まで

保存されるよう改善すべきである。

【指摘７】課税区分ごとの取引内訳について

会計事務所から提供されたワークシートを利用 平成30年度以前において，同じ

して，仕訳データを課税区分ごとに整理している。 勘定科目で課税区分が異なる取引

しかし，収入・支出の勘定科目別の課税区分の内 があるものについては，それぞれ

訳は保管されておらず，担当者にヒアリングを実 の内訳表を作成し，保存すること

施しないと確認できない状況であった。 とした。

収入・支出をどの課税区分で集計したのかわか

るようにしておく必要があるが，担当者の交代や

時間が経過すると，課税区分ごとに明細がないと

説明が困難になるリスクがある。

平成30年度以前については，仕訳データを加工

する等により，同じ勘定科目で課税区分が異なる

取引があるのものについては，それぞれ内訳を作

成し，保管すべきである。

（意見８）消費税の適切な申告体制の持続につい

て

公社は職員が県からの派遣社員のみで構成され 経理担当以外の総務課職員を副

ていること，定期的な人事異動が予定され，現担 担当と位置づけ，日頃から経理事

当者が県に帰任した場合，消費税関連業務の経験 務の一部を処理させるなど人事異

者はおらず，経験者が県より着任される可能性は 動に伴う申告義務の停滞等が起こ

低いこと，さらに，通常人事異動は４月１日で実 らないよう，体制の構築を図った。

施され，人事異動から消費税の申告期限まで２か また，適切な申告体制を維持す

月しかないことから，人事異動があっても申告の るため，前述の内訳表に課税区分

前提となる決算作業や申告業務が停滞しないよう の注意事項等を記載したほか，事

に，体制を構築する必要がある。 務の留意点をまとめ，公社内で共

公社内で人事ローテーションを実施し，たとえ 有できるようにした。

担当者が県に帰任しても経験者が常に公社に残る

ことが必要である。また，スムーズに業務の引継

ぎが実施されるように，マニュアルや課税区分等

の検討記録，消費税法改正時の当公社における留

意点などを整備することが，適切な申告体制の持

続に必要と考える。

8.4 （公財）鹿児島県林業担い手育成基金

４．監査の結果

（意見９）消費税課税区分検討対象の網羅性につ

いて

林業労働力支援センターでの宿泊研修において， 令和２年１月22日，会計事務所

研修参加者よりテキスト代，食事代，寝具クリー と協議を行い，林業労働力支援セ

ニング代を徴収している。これらは利用者からの ンターにおいて研修参加者より徴

実費相当額の預り金であり，消費税の対象外とし 収しているテキスト代，食事代，

ている。 寝具クリーニング代について，令

預り金の入出金は帳簿外取引のため，本部担当 和元年度から預り金収入及び預り

者は，当該預り金の詳細については把握していな 金支出として帳簿計上することと

かった。立替金や預り金等は，たとえ簿外取引で し，取引情報は本部と林業労働力

あっても消費税の課税区分を一度検討しておくこ 支援センターで共有することとし

とが必要と考える。 た。

今後は，会計事務所とも相談・協議の上，預り また，消費税課税区分について

金収入及び預り金支出として帳簿計上することや， 検討し，マニュアルを作成した。
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本部と林業労働力支援センターの情報共有を図る

ことを検討されたい。加えて消費税課税区分の検

討内容及び検討結果を文書で残しておくべきと考

える。

【指摘８】課税売上割合の算定について

消費税の課税売上割合の計算に際し，有価証券 課税売上割合の算定の誤りにつ

の譲渡対価の５％を非課税売上とすべきところを いて，過去３年分を修正申告し，

有価証券売却益の５％を非課税売上としていた。 納付した。

消費税をエクセルシートで手計算しているが， 消費税の計算について，令和元

シート上の課税売上割合の計算シートの見出しが 年度から会計ソフトで自動計算す

有価証券売却益とされていたことによる単純な誤 る仕組みに改めた。

計算と考えられる。 有価証券関連仕訳について，入

有価証券関連仕訳について，使用する勘定コー 力時の留意点等を取りまとめたマ

ドや仕訳入力時の留意点などを会計事務所と慎重 ニュアルを作成した。

に検討し，マニュアルとして記録しておくべきと

考える。これは単年度の事務の正確性を担保する

だけではなく，今後の事務ローテーション時の引

継ぎにも有用である。

8.7 （公社）鹿児島県農業・農村振興協会

４．監査の結果

【指摘９】鹿児島６次産業化サポートセンター運

営業務事業収益について

６次産業化事業収益は，県からの受託事業収益 当該取引の課税区分については，

である。この取引について，協会は非課税取引と 協会内で再度検討し，顧問税理士

判断している。 に相談の上，課税取引に該当する

しかし，県と協会との業務委託契約書を確認し と判断した。これに伴い，契約書

たところ，業務委託料の項目に消費税等が含まれ 等関連文書の記載と課税区分は統

る旨の記載があった。そこで，所管課の県農政課 一されることになるため，契約書

にこの取引の課税区分を確認したところ，「協会 等関連文書の記載内容に変更は生

から「課税事業者届出書」の提出があったため， じない。

課税事業者として契約した」との回答を得た。県 なお，平成30年度分の消費税に

は特に課税区分の判断は実施していないとのこと ついては修正申告し，令和２年３

であった。 月に納付したところである。

この取引の課税区分について，非課税取引の要

件を満たすのか再度検討を実施し，必要に応じて

顧問税理士等の専門家の見解や税務署に質疑し文

書回答等を求めるべきである。

今後，判断した課税区分により，契約書等関連

文書の記載も統一すべきである。また，他にも非

課税取引及び不課税取引と判断している取引で，

契約書に消費税等の記載があるものについては，

この取引と同様に課税区分の検討を実施し，課税

区分と契約書の記載が異なるものについては，記

載を変更すべきである。

県との委託取引及び補助金申請について「課税

事業者届出書」又は「免税事業者届出書」のいず

れかの提出によって，金額が異なる場合もあるた

め，正確な届出書の提出が求められる。

なお，６次産業化事業収益は，平成28年度で

17,300千円（税込）である。この取引が課税取引
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であるならば，課税取引が10,000千円以上である

ため，平成30年は課税事業者と判断されるため，

消費税等の申告が必要と考えられる。

【指摘10】農林水産物認証受取手数料の徴収につ

いて

農林水産物認証受取手数料は，Ｋ－ＧＡＰの審 当該取引の課税区分については，

査・認証手数料である。この手数料について，協 法令の定め等を県に確認した上で，

会は「国等の手数料等」に該当するとして非課税 協会内で再度検討し，顧問税理士

取引としている。しかし，当協会が規定する「Ｋ に相談の上，課税取引に該当する

－ＧＡＰ審査・認証取扱い要領」において，この と判断した。

審査・認証手数料に「消費税込み」と記載し，課 農林水産物認証受取手数料（い

税取引と判断される表記がなされていた。審査・ わゆるＫ－ＧＡＰ審査・認証に関

認証手数料をこのように表示している理由は，消 わる受取手数料）については，課

費税等を転嫁しているという意味で記載している 税取引に該当することから，「Ｋ

とのことである。 －ＧＡＰ審査・認証取扱い要領」

協会はこの取引の課税区分について，非課税取 の審査・認証手数料の「消費税込

引の要件を満たすのか，Ｋ－ＧＡＰの法令の定め み」の表記変更は生じない。

等を県に確認し，必要に応じて顧問税理士等の専

門家の見解や，税務署に質疑し文書回答等を求め

るべきであると考えられる。

上記で判断した課税区分により「Ｋ－ＧＡＰ審

査・認証取扱い要領」の記載の修正を検討すべき

であると考えられる。

（意見10）消費税の届出・申告の承認について

過去の消費税等の届出や申告を確認したが，決 平成30年度分の修正申告及び令

裁文書等が整備されていなかった。 和元年度分の申告については，現

実質的には，顧問税理士から説明を受けて届出 行の業務運営規程に基づき申告し

・申告時に確認していたとのことである。今後は たものの，決裁文書の整備を確実

決裁文書等を整備し，業務運営規程で定める職務 にするため，税務申告の決裁根拠

分掌どおりに決裁されたことを示す必要がある。 について，業務運営規程に明記す

ることを，今夏以降の理事会に諮

る予定である。

8.10 （公社）鹿児島県家畜畜産物衛生指導協会

４．監査の結果

【指摘11】消費税等関係書類の保存期間について

消費税法において，帳簿の保存期間は課税期間 令和２年３月25日に開催された

の翌日から２月を経過した月から７年とされてい 理事会で，「文書・公印規程」の

る。また，仕入れに係る消費税額の控除を実施し 一部改正を行い，公認会計士から

ているが，この適用を受けるためには，帳簿の記 指導を受けたとおり，条文「消費

載と請求書の保存が求められる。文書・公印規程 税に関する帳簿及び請求書等」を

において，消費税に関する帳簿類のうち保存期間 保存期間を定める基準の10年保存

について十分に明示されてはおらず，規程の内容 に変更した。

が不十分と考えられる。

文書・公印規程において，法が求める保存期間

まで帳簿類が保存されるよう明示した上で，各文

書に関しそれに従い適切に保管すべきである。

【指摘12】全国団体等受託事業の課税区分につい

て

事業収益のうち受取全国団体等受託事業の課税 令和２年３月25日，当協会の顧

区分について，現状は不課税取引（特定収入）と 問公認会計士が，鹿児島税務署に
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して区分されているが，これは全て委託事業であ 照会に行き，また，令和２年４月

り課税取引と判断される。このことから，当該収 ２日，同税務署の審理専門官と協

益については課税売上に区分した上で，対応する 議した結果，不課税取引（特定収

事業費に関してもそれに応じた集計区分の変更が 入）で問題ないとの旨回答があっ

必要と考えられる。また，当該収益を課税売上と たことから，当協会の修正申告等

し，課税売上高が５億円を超える場合には，仕入 の必要性はないことが判明した。

税額控除については，現在の全額控除方式から個 当協会は，従前より，課税売上

別対応方式もしくは一括比例配分方式の選択適用 高が５億円を超える場合には，仕

となることについても留意すべきである。 入税額控除については個別対応方

各事業の受託契約の内容を精査した上で，課税 式で申告を行っている。（直近で

区分に関する検討，見直しを行うべきと考える。 は，平成29年度分の申告）

また，必要に応じて顧問税理士等の専門家の見解

や税務署に質疑し文書回答等を求めるべきである。

なお，当該てん末については，文書化し，結果を

保管しておくことが有用である。

【指摘13】特定収入の集計方法について

特定収入を算出するにあたり，特定収入の金額 令和元年度の申告に当たっては，

には受取補助金の金額全額が集計対象となってい 当協会の顧問公認会計士の指導を

るが，本来特定収入には該当しない「特定収入以 受け，特定収入の算出方法の見直

外の収入（特定支出にのみ使用される収入）」 しを行い，人件費等については，

（人件費等）が含まれていると判断される。 不課税収入として処理した。

「特定収入以外の収入（特定支出にのみ使用さ 当該てん末の結果については，

れる収入）」（人件費等）について精査した上で， 「令和元年度包括外部監査結果に

特定収入の算出方法の見直しを行うべきと考える。 対する対応」として文書化し，保

また，必要に応じて顧問税理士等の専門家の見解 管した。

や税務署に質疑し文書回答等を求めるべきである。

なお，当該てん末については，文書化し，結果を

保管しておくことが有用である。

【指摘14】固定資産の取得に係る仕入税額控除の

金額の集計について

仕入税額控除の集計において，期中に取得した 顧問公認会計士の指導を仰ぎ，

固定資産（課税）について集計がなされていない 仕入税額控除の集計表の見直しを

ものが存在した。当協会では，当該金額は会計シ 行い，減価償却資産明細総括表

ステムでの自動集計ではなく，別途エクセル表を （エクセル表）から固定資産の取

用いて集計を行っているため，資本的支出に関す 得額を消費税区分明細書に反映す

るものが漏れていたものと考えられる。 るように措置し，集計漏れのない

消費税の区分における集計方法として，会計シ よう改善した。

ステムから抽出した消費税のデータを用い自動抽

出させることにより集計漏れは防ぐことが出来る

と考えられるが，会計システムの機能によるとこ

ろも大きいことから，集計時の留意点などを顧問

会計事務所と慎重に検討し，マニュアルとして記

録しておくべきと考える。

9 外部監査の結果

9.2 総合監査結果

（総合意見１）内部統制の整備・運用の必要性に

ついて

当監査で15の団体等を対象としたが，消費税に 【港湾空港課】

関する内部統制の整備・運用の状況と指摘事項の 基礎資料の作成者に対して，課

発生は，一定の相関関係があるという結論に達し 税区分や留意事項について改めて
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た。 通知を行った。

内部統制の未整備に起因して誤りが発生しやす また，基礎資料作成に当たって

い状況となっていたため，単に指摘事項を翌期以 は，複数の職員で確認を行うこと

降の申告業務で修正するだけでは不十分であり， とする。

持続的に適切な申告を実施するために消費税関連 会計ソフトや専門家の導入につ

の内部統制を見直し，リスクの発生を合理的な水 いては，これらの取組による改善

準まで抑える必要がある。 状況を踏まえながら対応を検討す

内部統制の見直しでは，内部統制が適切に整備 ることとしたい。

されている事例が参考となる。担当者の異動が想 【廃棄物・リサイクル対策課

定される団体等では，人事ローテーションを実施 （（公財）鹿児島県環境整備公

し，経験者が複数いるようにすべきである。また， 社）】

マニュアルや消費税区分に応じた勘定科目の整備， 経理担当以外の総務課職員を副

提出前の「国税庁チェックリスト」による検証も 担当と位置づけ，日頃から経理事

有効である。 務の一部を処理させるなど人事異

複数税率制度やインボイス制度導入により，消 動に伴う申告義務の停滞等が起こ

費税計算はさらに複雑になっている。よって消費 らないよう，体制の構築を図った。

税申告まで対応する会計ソフトの導入は，正確性 また，適切な申告体制を維持す

のみならず効率性の点においても有用であると考 るため，前述の内訳表に課税区分

える。 の注意事項等を記載したほか，事

後に専門家の導入であるが，特に関与がされ 務の留意点をまとめ，公社内で共

ていない団体等で，今後申告業務等に懸念があれ 有できるようにした。

ば，導入の検討を実施すべきである。 【森林経営課（（公財）鹿児島県

林業担い手育成基金）】

内部の情報共有体制をさらに強

化するとともに，作成したマニュ

アルに基づき，消費税の課税区分

を複数名の職員で確認できるよう

体制を見直した。

専門家については既に導入済で

あるが，令和元年度より，これま

で年１回行っていた会計指導を年

２回（半期毎に１回）に変更し，

より正確な会計処理を行える体制

を整備した。

【農政課（（公社）鹿児島県農業

・農村振興協会）】

今後，決裁文書の整備を確実に

するため，税務申告の決裁根拠に

ついて，業務運営規程に明記する

ことを，今夏以降の理事会に諮る

予定である。

また，会計担当職員については，

消費税の研修を受けるなどして，

研鑽を深めることとする。

なお，会計処理は軽減税率に対

応した会計ソフトの更新を令和元

年９月に実施しており，税務書類

の作成及び税務代理業務は専門の

顧問税理士に委任しているところ

である。
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【畜産課（（公社）鹿児島県家畜

畜産物衛生指導協会）】

今後とも，消費税，複数税率及

び課税区分等については，当協会

の顧問公認会計士に相談し，また，

指導を受けて，適正に対応する。

内部統制については，担当者が

１人であることもあり，県の指導

や理事会の意見等を踏まえ対応す

る。

（総合意見３）適切な人員の配置について

県の特別会計，地方公営企業及び一部の第三セ 財務事務部署においても，職員

クター等については，県職員が消費税等の申告業 の専門的知識や経験等を考慮して

務を実施している。消費税の申告業務で も負荷 配置を行っている。

がかかるのは，一般的には４月から５月の申告書 指摘を考慮し，今後も適切な配

作成の業務である。県の人事異動は４月１日が一 置に努める。

般的である。４月の着任から，消費税の申告期限

である５月末までのわずか２か月で消費税の申告

書を作成するに足る知識を補うには相当に困難で

あろう。

なお，消費税の申告業務は，一定の専門性が要

求される。この確保も課題である。

消費税の申告業務は，確定申告書の提出及び確

定納付までが１サイクルである。よって，業務を

円滑に推進するためには，１年を通して，業務遂

行できる環境を構築することが必要であろう。ま

た，専門的な業務について，ローテーション間隔

を長期化することも有効であると考える。

専門性の確保について，人事課にヒアリングし

たところ，

・ 業務経験者の配置

・ 有資格者の配置

・ 担当者等研修の実施

等により確保しているとのことであった。専門性

の不足による誤謬も散見されたため業務の推進を

支えるため，さらなる施策が必要である。

（総合意見４）県の消費税申告等に対する対応に

ついて

課税区分の判定において，「非課税取引」の中 第３セクター等から照会がある

には，料金の徴収等が県の法令に基づくものがど 場合は，事業所管課等で適切に対

うかの判断が必要なものがあり，この判断は第３ 応する。

セクター等では判断が困難であった。このような

事象について，第３セクター等から照会がある場

合，適切な消費税申告のため対応する必要がある。

県の一般会計から発行された領収書について， 今後は，県が発行する維持管理

課税取引かどうか判断できないものがあった。相 負担額通知書に消費税相当額を明

手方の適正な消費税等申告のためには，課税取引 示することとした。

かどうか明らかにする必要がある。

（総合意見５）帳簿及び請求書等の保管について

帳簿及び請求書等の保管について，６事業所等 【港湾空港課】
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で保管期間が短かった。これは，県の会計規則が 令和元年度以降の消費税関係の

会計帳簿を原則５年としていることに起因してい 公文書については，保存期間を10

ると思われ，今後留意する必要がある。 年に改めた。

法律等で定める保管期間が規則等が求める保管 また，平成30年度以前の同文書

期間より長い書類は，他にもあると思われる。よ については，保存期間満了時に保

って，県は法律等の保管年限等を満たしているか 存期間の延長を行うこととしたい。

調査し，法律等の保管年限で延長される書類につ 【廃棄物・リサイクル対策課

いて把握し保管する必要がある。 （（公財）鹿児島県環境整備公

社）】

文書管理表の改正を行い，指摘

された文書について保存期間を10

年に改正した。

法定より保管期間が短い書類が

ないか環境整備公社において調査

した上で，文書管理表の提出を受

け，当課においても，法定年限を

満たしていることを確認した。

【畜産課（（公社）鹿児島県家畜

畜産物衛生指導協会）】

令和２年３月25日に開催された

理事会で，「文書・公印規程」の

一部改正を行い，公認会計士から

指導を受けたとおり，条文「消費

税に関する帳簿及び請求書等」を

保存期間を定める基準の10年保存

に変更した。

監査委員公表第18号

令和２年３月31日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき，令和２年９月10日付け県病

第80号で鹿児島県県立病院事業管理者から措置を講じた旨の通知があったので，地方自治法

（昭和22年法律第67号）第252条の38第６項の規定により，次のとおり公表する。

令和２年10月９日

鹿児島県監査委員 長野信弘

同 大薗 豊

同 寺田洋一

同 成尾信春

「包括外部監査結果報告書及び報告書に添えて提出する意見」に基づく措置

監査テーマ 消費税等に関する財務事務の執行について

監査の結果 措置の内容

報告書中

7 地方公営企業

7.1 病院事業

４．監査の結果

【指摘４】消費税等関係書類の保存期間について

消費税法において，帳簿の保存期間は課税期間 法が定める保存期間（７年）ま

の翌日から２か月を経過した月から７年とされて で保存する。

いるが，保存期間を５年とし，同法が求める保存

期間より短いものがあった。

法が求める保存期間まで保存されるよう改善す

べきである。
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9 外部監査の結果

9.2 総合監査結果

（総合意見１）内部統制の整備・運用の必要性に

ついて

当監査で15の団体等を対象としたが，消費税に 内部統制については，整備して

関する内部統制の整備・運用の状況と指摘事項の おり適切に運用している。

発生は，一定の相関関係があるという結論に達し なお，現行の内部統制により適

た。 切に対応できていることから，会

内部統制の未整備に起因して誤りが発生しやす 計ソフトの導入及び専門家の導入

い状況となっていたため，単に指摘事項を翌期以 については，現時点では必要ない

降の申告業務で修正するだけでは不十分であり， が，今後も制度改正等に留意し，

持続的に適切な申告を実施するために消費税関連 柔軟に対応する。

の内部統制を見直し，リスクの発生を合理的な水

準まで抑える必要がある。

内部統制の見直しでは，内部統制が適切に整備

されている事例が参考となる。担当者の異動が想

定される団体等では，人事ローテーションを実施

し，経験者が複数いるようにすべきである。また，

マニュアルや消費税区分に応じた勘定科目の整備，

提出前の「国税庁チェックリスト」による検証も

有効である。

複数税率制度やインボイス制度導入により，消

費税計算はさらに複雑になっている。よって消費

税申告まで対応する会計ソフトの導入は，正確性

のみならず効率性の点においても有用であると考

える。

後に専門家の導入であるが，特に関与がされ

ていない団体等で，今後申告業務等に懸念があれ

ば，導入の検討を実施すべきである。

（総合意見５）帳簿及び請求書等の保管について

帳簿及び請求書等の保管について，６事業所等 法律等の保管年限等を満たして

で保管期間が短かった。これは，県の会計規則が いないものはない。今後も法令等

会計帳簿を原則５年としていることに起因してい の改正に留意し，適切に対応する。

ると思われ，今後留意する必要がある。

法律等で定める保管期間が規則等が求める保管

期間より長い書類は，他にもあると思われる。よ

って，県は法律等の保管年限等を満たしているか

調査し，法律等の保管年限で延長される書類につ

いて把握し保管する必要がある。

監査委員公表第19号

令和２年３月31日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき，令和２年９月15日付け鹿工

水第60号で鹿児島県知事から措置を講じた旨の通知があったので，地方自治法（昭和22年法律

第67号）第252条の38第６項の規定により，次のとおり公表する。

令和２年10月９日

鹿児島県監査委員 長野信弘

同 大薗 豊

同 寺田洋一

同 成尾信春

「包括外部監査結果報告書及び報告書に添えて提出する意見」に基づく措置
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監査テーマ 消費税等に関する財務事務の執行について

監査の結果 措置の内容

報告書中

7 地方公営企業

7.2 工業用水道事業

４．監査の結果

【指摘５】消費税等関係書類の保存期間について

消費税等に係る帳簿の保存期間は，課税期間の 消費税法の規定に基づき，関係

末日の翌日から２か月を経過した日から７年と定 書類の保存期間を延長（７年）し

められている。 た。

当事業内ルールである文書管理表では，５年と

されていた。

保存期間を７年に延長すべきである。

（意見５）会計処理変更と消費税課税区分の取り

扱いについて

従来，資本的収支としていた維持管理負担金に 今後，同様の収入が生じた場合

係る収支を，平成30年度決算より収益的収支に変 においては，特定収入として適切

更した。この会計処理変更に伴い，消費税の課税 に処理する。

区分について，従来は維持管理負担金見合いの鹿

児島臨海環境整備基金収入を特定収入としていた

が，平成30年度はこのうち課税支出に対応する金

額を課税売上に変更した。

上記会計処理変更は，あくまでも会計上の変更

にすぎず，消費税課税区分に影響を及ぼすもので

はない。ただし，課税売上高，課税売上割合の数

値には影響を及ぼすものの，特定収入の仕入税額

控除特例計算により，結果として消費税額に与え

る影響は軽微である。

今後は従来同様特定収入とすべきと考える。

（意見７）令和元年度以降の消費税申告の留意点

当事業は定型的な取引が多いが，平成30年度の 今後とも，例年にない非定型的

修正仕訳や収益的収支への変更等，通常とは違う な取引が発生した場合は，専門家

会計処理を行う際には，課税区分について高度な 等へ相談して処理するとともに，

判断が求められる。永田川施設が令和元年５月に その内容を記録・保管する。

廃止されたことにより，施設の解体費用や土地の

処分，消費税率変更に伴う工事請負契約の経過措

置等，非定型かつ金額的重要性が高い取引の発生

が予想される。課税区分や消費税率等の判断に迷

うときは，事前に税務署や専門家への照会等を行

い，その検討結果を文書で記録・保管しておくこ

とが望まれる。

9 外部監査の結果

9.2 総合監査結果

（総合意見１）内部統制の整備・運用の必要性に

ついて

当監査で15の団体等を対象としたが，消費税に 内部統制については整備してお

関する内部統制の整備・運用の状況と指摘事項の り，適切に運用している。

発生は，一定の相関関係があるという結論に達し また，消費税申告額を計算する

た。 会計ソフトは既に導入済みであり，

内部統制の未整備に起因して誤りが発生しやす 今後とも税務申告時には国税庁の
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い状況となっていたため，単に指摘事項を翌期以 チェックリスト等を活用し，申告

降の申告業務で修正するだけでは不十分であり， 額に誤りがないよう複数で確認す

持続的に適切な申告を実施するために消費税関連 るなど適切に対応する。

の内部統制を見直し，リスクの発生を合理的な水

準まで抑える必要がある。

内部統制の見直しでは，内部統制が適切に整備

されている事例が参考となる。担当者の異動が想

定される団体等では，人事ローテーションを実施

し，経験者が複数いるようにすべきである。また，

マニュアルや消費税区分に応じた勘定科目の整備，

提出前の「国税庁チェックリスト」による検証も

有効である。

複数税率制度やインボイス制度導入により，消

費税計算はさらに複雑になっている。よって消費

税申告まで対応する会計ソフトの導入は，正確性

のみならず効率性の点においても有用であると考

える。

後に専門家の導入であるが，特に関与がされ

ていない団体等で，今後申告業務等に懸念があれ

ば，導入の検討を実施すべきである。

（総合意見５）帳簿及び請求書等の保管について

帳簿及び請求書等の保管について，６事業所等 他に関係書類の保存期間の改正

で保管期間が短かった。これは，県の会計規則が を要するものは確認されていない。

会計帳簿を原則５年としていることに起因してい 今後とも，関係法令等の改正に

ると思われ，今後留意する必要がある。 留意し，適正に対応する。

法律等で定める保管期間が規則等が求める保管

期間より長い書類は，他にもあると思われる。よ

って，県は法律等の保管年限等を満たしているか

調査し，法律等の保管年限で延長される書類につ

いて把握し保管する必要がある。

監査委員公表第20号

令和２年３月31日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき，令和２年９月25日付け監査

第86号で鹿児島県代表監査委員から措置を講じた旨の通知があったので，地方自治法（昭和22

年法律第67号）第252条の38第６項の規定により，次のとおり公表する。

令和２年10月９日

鹿児島県監査委員 長野信弘

同 大薗 豊

同 寺田洋一

同 成尾信春

「包括外部監査結果報告書及び報告書に添えて提出する意見」に基づく措置

監査テーマ 消費税等に関する財務事務の執行について

監査の結果 措置の内容

報告書中

9 外部監査の結果

9.2 総合監査結果

（総合意見２）モニタリング部門の今後の対応に

ついて

当監査の指摘事項等を受けて，監査委員事務局 財政的援助団体等の監査におい

は来年度の監査で措置の状況を確認することにな て，対象団体に対し，内部統制の
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る。単に指摘事項の改善確認だけではなく，監査 整備・運用の必要性について，複

対象団体がリスクの発生を合理的な水準まで抑え 数の経験者の配置，マニュアルの

る内部統制が構築されているかという観点で確認 整備，国税庁チェックリストによ

して欲しい。また，地方公社及び第３セクターは る検証等の状況の確認を行うこと

サンプリングによる検証であり，他の団体も申告 とする。

業務の不備等があるおそれがあり，留意する必要 消費税等の誤りが決算に与える

がある。 影響が大きい場合，適切な対応を

なお，消費税等関連の誤りが，決算に与える影 求めることとする。

響が大きい場合，決算書の適正性が問題となるた

め，その際は必要な手続きを実施すべきである。


